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精神障害者の雇用促進に係る支援施策の流れ

○ ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センターが中心となって、障害者と

事業主双方に対する就職準備段階から職場定着（リワーク支援含む）までの一貫した支援を実施

○：主に障害者本人に対する支援施策
◎ ：事業主に対する支援施策（障害者と事業主双方を支援するもの含む）

※ 就職準備段階～職場適応段階には、就労系福祉サービスである就労移行支援事業と連携
※ 上記のほか、障害者就業・生活支援センターを中心に、地域の関係機関（医療機関、保健所、自治体や民間団体の就労支援機関等）

と連携し、就労支援を実施

精神
障害者

定着段階職場適応段階マッチング段階就職準備段階 就職
就職後
７ヶ月

休職

○ 本人への職業準備支援等
◎ 雇入れ支援，研修・セミナー等の開催
◎ 雇用マニュアルや好事例の紹介

○ジョブガイダンス
事業 ◎ 求人公開、面接会の

開催等

◎ 精神障害者トータルサポーターによる専門的支援（定着支援含む）

○ 関係機関への連絡・調整
○ 本人への生活支援

障害者就業・生活支援センター

地域障害者職業センター

◎ 職場定着支援
◎ 事業主支援
○ 本人への生活支援

◎ ジョブコーチ
支援 （最大７ヶ月）

◎定着支援

◎ 各種助成金の支援

ハローワーク

◎ リワーク支援
（３～４ヶ月）

○ 福祉、教育、医

療から雇用への移
行推進事業

（医療機関等との連
携による就労支援
セミナー）

○ 本人への職業準備支援等
◎ 雇入れ支援，研修・セミナー等の開催
◎ 雇用マニュアルや好事例の紹介

◎ 短時間トライアル雇用（最大12ヶ月）

○ 就労支援ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ等
による職業相談・紹介

◎ 納付金助成金の支給

◎ 職場適応指導

◎ トライアル雇用 （３ヶ月）

※ 主治医とも
連携
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・障害者就業・生活支援センター
・就労移行支援事業所
・医療機関 等

地域障害者
職業センター

精神障害者
（新規求職者約73,000人)

精神障害者雇用トータルサポーターについて

○緊張感や不安感が非常に強い者
○生活面での課題がある者
○離転職を繰り返す者
○障害受容や認知が十分でない者
○障害の開示を検討中の者
○安定所以外の支援機関の援助が
得られない者（約7割）

ハローワークにおいて、求職者本人に対するカウンセリングや就職に向けた準備プログラムを実施するとともに、
企業に対して精神障害者の雇用に関する意識啓発などの業務を実施
○平成26年度実績 就職に向けた次の段階への移行率 69.1% ※相談支援を終了した者のうち、就職、職業訓練等へ移行した割合

概 要

・職業評価
・準備支援
・ジョブコーチ

支援依頼 連 携

ハローワーク
専門援助部門

専門機関

業務内容

精神障害者雇用
トータルサポーター

精神障害者に対する支援

・ カウンセリング
・ 就職準備プログラムの実施
・ 職場実習のコーディネート
・ 専門機関への誘導
・ フォローアップ

企業への働きかけ

・ 意識啓発
・ 対象者に応じた職場の開拓
・ 企業の雇用事例の収集

・精神保健福祉士
・臨床心理士 等

2



●心身が疲れやすい。
●緊張しやすい。
●判断・責任等のプレ
ッシャーに弱いことが
ある。
●コミュニケーション能
力に困難がある。
●直ちに雇用率適用と
なる週20時間以上働
くことが困難。

●精神障害等について
の知識がない。

●精神障害者等の受
入れに不安がある。

●精神障害者等の常
用雇用に踏み切れな
い。

○ 精神障害者または発達障害者について、雇入れ時の週の所定労働時間を２０時間未満か ら開始
するトライアル雇用
○ 一定期間（３～１２か月）をかけて週２０時間以上の労働時間の常用雇用への移行を目指す。

〔奨励金の支給〕

常

用

雇

用

障害者短時間トライアル雇用奨励金の概要

精神障害者等

事業所

当初は
週10時間以上
20時間未満から
スタート

○期間等

・ ３ヶ月～１２ヶ月

・ 1週間の労働時間は１０時間以上20時間未満から開始
・ ハローワーク等の職業紹介により雇入れ

・ 事業主と対象精神障害者等との間で有期 雇用契約を締結

○奨励金の額

事業主に対し、対象障害者 １人につき、月２万円を支給

（最長１２ヶ月）

短時間トライアル雇用

事業所と精神障害者等の
相互理解

・雇用経験や知識の取得、
不安の除去
・障害特性や職場適応の
見極め等

20時間以上の
常用雇用を目指す

3



障害者就業・生活支援センター

業務の内容 就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とす
る障害のある方に対し、センター窓口での相談や職
場・家庭訪問等を実施します。

＜就業面での支援＞

○ 就業に関する相談支援

・就職に向けた準備支援（職業準備訓練、

職場実習のあっせん）

・就職活動の支援

・職場定着に向けた支援

○ 障害のある方それぞれの障害特性を踏まえ

た雇用管理についての事業所に対する助言

○ 関係機関との連絡調整

＜生活面での支援＞

○ 日常生活・地域生活に関する助言

・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理

等の日常生活の自己管理に関する助言

・住居、年金、余暇活動など地域生活、

生活設計に関する助言

○ 関係機関との連絡調整

雇用と福祉のネットワーク

障害のある方

相談

地域障害者

職業センター

専門的支援
の依頼

生活支援
（生活支援担当者1名）

就業支援
（就業支援担当者2～６名）

ハローワーク

事業主

職場適応支援

求職活動支援

特別支援学校
連携

保健所
保健サービスの

利用調整

福祉事務所
福祉サービスの

利用調整

医療機関

医療面の相談

○ 関係機関と

の連絡調整

○ 日常生活・

地域生活に関

する助言

○ 就業に関す

る相談支援

○ 障害特性を踏

まえた雇用管理

に関する助言

○ 関係機関と

の連絡調整

一

体

的

な

支

援

自立・安定した職業生活の実現

技術的支援

就労移行支援
事業者等基礎訓練の

あっせん

対象者の送り
出し

障害者の身近な地域においては、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う

「障害者就業・生活支援センター」の設置を拡充

21センター（14年5月事業開始時）→ 325センター（26年度末現在）

【26年度実績】 支援対象者数 140,838人
定着率 75.5％（１年）（身体77.2%、知的82.1%、精神65.1%）

担当者数 ９９４人

（３．１人／１センター）
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地域障害者職業センターは、公共職業安定所等の地域の就労支援機関との密接な連携のもと、障害者に対する

専門的な職業リハビリテーションを提供する施設として、全国４７都道府県（ほか支所５か所）に設置。

○ 職業評価
就職の希望などを把握した上で、職業能力等を評価し、それらを基に就職して職場に適応するために必要な支援内容・方法
等を含む、個人の状況に応じた職業リハビリテーション計画を策定。

○ 職業準備支援
ハローワークにおける職業紹介、ジョブコーチ支援等の就職に向かう次の段階に着実に移行させるため、センター内での作
業体験、職業準備講習、社会生活技能訓練を通じて、基本的な労働習慣の体得、作業遂行力の向上、コミュニケーション能
力・対人対応力の向上を支援。

○ 職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業
障害者の円滑な就職及び職場適応を図るため、事業所にジョブコーチを派遣し、障害者及び事業主に対して、雇用の前後
を通じて障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施。

○ 精神障害者総合雇用支援
精神障害者及び事業主に対して、主治医等の医療関係者との連携の下、精神障害者の新規雇入れ、職場復帰、雇用継続
のための様々な支援ニーズに対して、専門的・総合的な支援を実施。

○ 事業主に対する相談・援助
障害者の雇用に関する事業主のニーズや雇用管理上の課題を分析し、事業主支援計画を作成し、雇用管理に関する専門
的な助言、援助を実施。

○ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等の実施
障害者就業・生活支援センターその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言・援
助を行うほか、関係機関の職員等の知識・技術等の向上に資するため、マニュアルの作成及び実務研修等を実施。

地域障害者職業センターの概要

障害者一人ひとりのニーズに応じて、職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等の各種の職業リハビリテ

ーションを実施するとともに、事業主に対して、雇用管理に関する専門的な助言その他の支援を実施。
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職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援

◎支援内容

事 業 主
(管理監督者・人事担当者)

ジョブコーチ

障 害 者

同僚

同僚

上司 家族

・ 障害の理解に係る社内啓発

・ 障害者との関わり方に関する助言

・ 指導方法に関する助言
・安定した職業生活を送るための家族の
関わり方に関する助言

・障害特性に配慮した雇用管理に関する助言
・配置、職務内容の設定に関する助言

・業務遂行力の向上支援
・職場内コミュニケーション能力の向上支援
・健康管理、生活リズムの構築支援

◎標準的な支援の流れ

不適応課題を分析し、

集中的に改善を図る

週３～４日訪問

支援ﾉｳﾊｳの伝授やｷｰﾊﾟｰｿﾝの

育成により、支援の主体を

徐々に職場に移行

週１～２日訪問

数週間～数ヶ月

に一度訪問

移行支援集中支援
フォロー
アップ

支援期間１～７ヵ月（標準２～４ヵ月）（地域センターの場合）

◎ジョブコーチ配置数（２７年３月３１日現在）

計１，２７９人 地域センターのジョブコーチ ３１２人
第１号ジョブコーチ（福祉施設型） ７５９人
第２号ジョブコーチ（事業所型） ２０８人

支援対象者数 ３，６１６人

職場定着率（支援終了後６ヶ月） ８８．１％
（支援終了後６ヵ月：25年10月～26年９月までの支援修了者の実績）

◎支援実績（２６年度、地域センター）

障害者の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチを派遣し、

・ 障害者に対する業務遂行力やコミュニケーション能力の向上支援

・ 事業主や同僚などに対する職務や職場環境の改善の助言を実施
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地域障害者職業センターでの職場復帰支援（リワーク支援）

職場復帰

◎ 全国47箇所の地域障害者職業センター（及び東京センター多摩支所）で実施。
◎ うつ病等で休職している精神障害者の円滑な職場復帰を目指し、本人と事業主の双方に対して、
カウンセラーと医師等との連携による継続的な支援を実施（支援期間：３～４ヶ月程度）。

※ カウンセラーは、以下の状況を確認し、実施計画を策定。

本 人：体調・気分の状態、職場復帰への課題
事業主：職場復帰に向けた事業所の状況
主治医：対象者の病状、支援実施上の留意点

１．支援前の調整 ２．本人と事業主双方への支援（３～４ヶ月程度） ３．フォローアップ

センターにて、以下の支援を実施
・ 生活リズムの構築、基礎体力の向上
・ 作業遂行に必要な集中力・持続力の
向上
・ ストレス対処、対人対応力の向上、体
調の自己管理

事業所訪問等により、以下の支援を実施
・ 労働条件や職務内容の設定
・ 上司・同僚の理解促進
・ 家族、医療機関等との連絡・連携体制
の整備

主治医

本人

カウンセラー

・ 本人、事業主、主治医の
３者の意思や意見を確認。

・ ３者の意思等に基づいて、
職場復帰に向けた進め方
や目標について合意形成。

職場定着に向けた計画的な
フォローアップ

◎本人に対する支援

◎事業主に対する支援

平成26年度実績
復職率 85.3％（1,977/2,318人）
支援対象者数 2,354人

必要に応じて雇用継続支援を実施

【本人】
・職場復帰への
不安軽減
・職場適応力の
向上

リハビリ
出勤支援

【事業主】
・対象者の状況
把握方法や
雇用管理方法
等の助言・援助

事業主
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